


実施要領 

１ 提案依頼の概要 

(1) 件名 

本提案依頼書による業務委託の名称は、「芦屋市生成 AI サービス提供業務」（以

下、「本業務」という。）とする。 

(2) 本業務の目的及び依頼内容 

本業務は、市職員の業務効率化、生産性向上を図ることを目的に、生成 AIサービ

ス（以下、「本サービス」という。）を提供するものである。 

(3) 実施形式 

価格及び価格以外を総合的に評価し、決定する公募型提案方式とする。 

(4) 公募型提案方式とした理由 

本業務の目的及び依頼内容を実現できる最適な方法を予定金額の範囲内で実施する

べく、指定した内容の条件を満たしたより良い提案を募るため。 

(5) 業務期間 

契約締結日から令和 7年 3月 31 日まで 

(6) 予定金額（上限額） 

本業務の予定金額（上限額）は、1,580,000 円（税抜）であり、見積額がこの金額

を超過した場合は失格とする。 

２ 提案手続 

(1) スケジュール 

提案手続に関するスケジュールは別紙のとおりとする。 

(2) 参加意思表明書提出 

参加意思表明書に所定の内容を記入、押印の上、参加意思表明書提出期限までに芦

屋市企画部市長公室 DX行革推進課へ提出すること。 

参加意思表明書を提出したにもかかわらず辞退する場合は、辞退届に所定の内容を

記入、押印の上、後述の企画提案書・見積書提出期限までに芦屋市企画部市長公室

DX 行革推進課へ提出すること。 

なお、やむを得ず参加を辞退した場合においても、今後の指名等への影響はないこ

とを申し添えておく。 

(3) 質問受付及び回答 

質問受付期限までに DX 行革推進課情報政策代表メール（joho@city.ashiya.lg.jp）

宛に、別紙 「質問回答票」にて送付すること。 

本市が受けた質問および回答内容は、公平性、透明性を担保するため、その内容及

び質問者の如何にかかわらず、芦屋市ホームページに公表する。 

(4) 企画提案書及び見積書等の提出 



企画提案書及び見積書は、企画提案書・見積書提出期限までに「２(5) 提出場所」

へ持参又は郵送の上、提出すること。 

提出物及び提出部数等は、別紙「企画提案書作成要領」を参照すること。 

(5) 提出場所 

芦屋市企画部市長公室 DX行革推進課 

(6) 問合せ先 

   芦屋市企画部市長公室 DX 行革推進課 

担当：井出・横道 

TEL：0797－38－2021 

FAX：0797－34－6713 

E－mail：joho@city.ashiya.lg.jp 

(7) 結果通知 

選定結果については、参加意思表明書を提出した全ての者（辞退届を提出した者を

除く。）に先に電子メールにより通知し、郵送する。また、通知送付後、芦屋市ホー

ムページに 1ヶ月間、審査結果を公表する。 

(8) 最終結果通知 

最終結果については、先に全ての一次評価通過者に電子メール又は FAX により送付

し、郵送する。また、通知送付後、芦屋市ホームページに 1ヶ月間、審査結果を公表

する。 

３ 評価方法 

(1) 評価方法 

受託者については、参加資格確認、事前審査、提案評価によって決定する。 

提案内容の評価は、公正かつ厳正に実施する。 

本業務の見積価格については、「１(6) 予定金額（上限額）」に記載している予

定金額以内であること。 

評価については、下表のとおりとする。 

段 階 種 別 対 象 評 価 者 概 要 

参加資格

確認 
・書類審査 

参加申請書

提出者 
専門委員会 

参加申請書提出者が参加資

格を満たすかを確認する。 

事前審査 ・書類審査 
企画提案書

等提出者 
専門委員会 

提出書類等一式に漏れや不

備がないかチェックする。 

提案評価 

・企業評価 

・提案内容評価 

・価格評価 

（書類審査） 

事前審査通

過者 
専門委員会 

企画提案書に対する回答に

基づき評価する。 



(2) 配点 

配点は下記のとおりとする。 

評価基準については、別紙「評価基準表」のとおり。 

ア 提案評価により事業者を決定する。 

イ 配点は、企業評価 1割（100 点）、提案内容評価 5割（500 点）、価格評価 4割

（400 点）とする。

(3) 参加資格確認 

ア 対象 

参加意思表明書提出者 

イ 確認方法 

参加資格条件と比較し、参加資格の有無を確認する。 

(4) 事前審査 

ア 対象 

企画提案書等提出者 

イ 評価方法 

提出書類等一式に漏れや不備がないかチェックする。 

(5) 提案評価 

ア 対象 

事前審査通過者 

イ 評価方法 

(ｱ) 企業評価及び提案内容評価 

企画提案書等について書類審査を行う。 

(ｲ) 価格評価 

価格点＝配点×（1－（見積価格÷予定金額）） 

(6) 失格事項 

以下に示す事項に該当した場合、審査結果を待たずに失格になる場合があるので留

意すること。 

ア 企画提案書・見積書提出期限に遅れた場合 

イ 提出書類に不足があった場合又は本書で定める事項に違反した場合 

ウ 当該案件に関して、本実施要領に定める以外の方法により、本市の職員に直接又

は間接を問わず連絡を行った場合 

エ 提案依頼交付開始日から契約締結日までの間に、本市より指名停止等の措置を受

けた場合 

オ 別紙「評価基準表」にある項目の提案内容評価（客観的評価を除く。）について、

1項目でも最低評価を行った選考委員が過半数を占める場合、又は、全選考委員評

価点の総合計が満点の 60％未満である場合 



４ その他 

(1) 留意事項 

ア 本契約の契約期間は、契約締結日から令和 7年 3月 31日までとする。 

イ 提案書等提出を受けた資料は、提案者に返却しない。 

ウ 提出された提案書等の全ての資料を受理した後の加筆及び修正は認められない。 

エ 仕様書を満たす提案がなかった場合、本提案依頼を中止する場合がある。 

(2) 企画提案書等の取り扱い 

ア 企画提案書等は、本提案依頼の手続における契約の相手方の候補者を選定する目

的以外では使用しない。 

イ 企画提案書等の著作権については、当該企画提案書等を作成した者に帰属するも

のとする。ただし、提出された企画提案書等について、芦屋市情報公開条例（平成

14 年芦屋市条例第 15 号）に基づく公開請求があった場合には、本市は同条例に基

づき公開するものとする。また、本市が本提案依頼の結果の報告等に必要な場合は、

その内容を無償で使用及び公表することができるものとする。 

ウ 企画提案書等は、本業務の契約の相手方を選定するために必要な範囲又は公開等

の際に複製を作成することがある。 

エ 契約の相手方となった者が作成した企画提案書等の書類については、本市が必要

と認める場合には、本市は契約の相手方にあらかじめ通知することによりその一部

又は全部を無償で使用（複製、転記又は転写をいう。）することができるものとす

る。 

以 上  












